
企画提案募集要項 

 

１ 委託業務名 

第８期沖縄県障害福祉計画・第４期沖縄県障害児福祉計画策定及び第５次沖縄県

障害者基本計画中間見直し支援業務 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 

３ 委託業務の背景及び目的 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号）」第 89 条及び児童福祉法（（和和 22 年法律第 164 号）第 33 条の 22 の規

定に基づき策定した第７期沖縄県障害福祉計画・第３期沖縄県障害児福祉計画が令

和８年度末で終期を迎えることに伴い、新たに、第８期沖縄県障害福祉計画・第４期

沖縄県障害児福祉計画（計画期間：令和９年度から令和 11 年度まで）を策定すると

ともに、障害者基本法（（和和 45 年法律第 84 号）第 11 条第２項に基づき令和４年３

月に策定した第５次沖縄県障害者基本計画（計画期間：令和４年度から令和 13 年度

まで）の中間見直しを行う必要がある。 

本業務では、民間企業の知見、ノウハウを活用し、次期障害福祉計画等の策定及

び第５次計画の中間見直し業務を効果的、効率的に実施することを目的に、本仕様書

に掲げる業務を委託する。 

 

４ 委託業務の内容 

「第８期沖縄県障害福祉計画・第４期沖縄県障害児福祉計画策定及び第５次沖

縄県障害者基本計画中間見直し支援業務企画提案仕様書」のとおり 

 

５ 委託料上限額 

14,933千円以内（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 当該金額は、企画提案のために提示する金額であり、契約金額ではない。 

※ 事業対象経費は、事業執行に直接必要な経費及び事業成果のとりまとめに必

要な経費とする。主な対象経費は企画提案仕様書の６を参照すること。 

 

６ 応募資格 

次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

⑴ 法人格を有する者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（和和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当し

ない者であること。 

⑶ 過去５年間に、沖縄県その他の官公庁等行政機関で類似の計画策定業務の受

託実績があり、想定する業務期間内において、別添仕様書に基づく業務内容を

遂行する能力を有すること。 

⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225



号）に基づき、更生手続開始又は民事再生法手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

⑸ 役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは

営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代

表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が

次の各号のいずれにも該当する者でないこと。なお、各項目の要件について

は、確認のため沖縄県警察本部に照会する場合があり、契約後に該当すること

が判明した場合には契約を解除するものとする。 

ア 役員等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であ

るとき。 

イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい

るとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与しているとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしているとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

 ⑹ 県税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ⑺ 社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者

については、これらに加入していること。 

 ⑻ 沖縄県内に本店又は支店を有する法人あり、業務進捗状況や業務内容等に関

する打ち合わせに円滑に対応できる体制を有する者であること。 

⑼ 今回の委託業務をするために必要な知識及び実績等を有する者であること。 

⑽ 今回の委託に際して、正副２名以上の専任の担当者を割り当て、十分な遂行

体制がとれること。 

⑾ 応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

ア 共同企業体の代表者が応募を行うこと。 

イ 共同企業体の代表者及び構成員は、上記応募資格⑴から⑺までの要件を満

たす者であること。 

ウ 共同企業体の代表者又は構成員のいずれかが、応募資格⑻から⑽までの要

件を満たす者であること。 

エ 共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として重複応募する者で

ないこと。 

オ 共同企業体の構成員は、単体企業として重複応募する者でないこと。 

カ 共同企業体の代表者は、事業目的の達成のため他の構成員との連携を密に

し、事業の推進及び成果の達成を図ること。 



 

７  応募手続等 

⑴ 募集要項等の配布：沖縄県公式WEBサイトへの掲載により配布に代える。 

ア 掲載期間：公告日から令和８年５月19日(火)まで 

イ 掲載場所：沖縄県WEBサイトの「公募・入札」及び障害福祉課WEBサイト 

 

⑵ 仕様書等に係る質問 

ア 受付期限：令和８年５月12日（火）17時まで 

イ 提出方法：障害福祉課代表メール（aa029017@pref.okinawa.lg.jp）あてに

別紙「質問書」を送信。 

※ 送信メールは、開封確認付きメールとすること。 

※ メールの件名は「第８期沖縄県障害福祉計画・第４期沖縄県障害児福祉計

画策定に関する業務」とすること。 

※ 回答は、障害福祉課WEBサイトに掲載し、個別の回答は行わない。なお、期限

内に質問がなかった場合、WEBサイトへの掲載は行わない。 

 

⑶ 応募書類の提出 

応募書類の提出は、次により持参または郵送により提出すること。ただし、

郵送の場合は書留郵便等、記録が残る方法で行うものとし、提出期限内に到着

するよう送付すること。 

ア 提出期限：令和８年５月19日（火）15時（厳守） 

イ 提出場所：沖縄県生活福祉部障害福祉課 

〒900-8570 那覇市泉﨑１丁目２番２号 沖縄県庁３階 

電話番号 098-866-2190 

ウ 提出書類：８に定める書類 

エ 提出部数：正１部、コピー６部 

 

８ 提出書類 

⑴ 企画提案応募申請書        ・・・・・・【様式１】 

 

⑵ 企画提案書            ・・・・・・【様式２（任意様式）】（ 

 

⑶ 法人概要             ・・・・・・【様式３】 

 

⑷ 定款又は寄附行為（法人格を有しない場合は、運営規約に相当するもの） 

 

⑸ 直近３事業年度の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）又はこれに類

する書類 

 

⑹ 積算書              ・・・・・・【様式４（任意様式）】 

 



⑺ 事業計画（スケジュール表）    ・・・・・・【様式５（任意様式）】 

 

⑻ 執行体制             ・・・・・・【様式６（任意様式）】 

 

⑼ 業務経歴書            ・・・・・・【様式６-２】 

 

⑽ 実績書              ・・・・・・【様式７】 

 

⑾ 誓約書（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（・・・・・・【様式８】 

 

⑿ 納税証明書（県税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証明する

書類） 

 

⒀ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し 

 

⒁ 申請日直近の厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写

し 

 

⒂ 共同企業体協定書（共同企業体の場合に限る） 

 

（（（（※ ⑶法人概要、⑾誓約書については、共同企業体の場合は構成員ごとに提

出すること。 

※ ⑹積算書については、各積算費目の内訳と単価を記載、各経費は税抜き

価格とし、別途消費税を併記すること。 

（（（（※ 提出資料は、次のとおり提出すること。 

・ ８⑴から⒂の順で並べ、様式と様式の間に合紙を挟み、インデックス

を付すこと。 

・ ８⑵の企画提案書は、A4版（色刷り可）横置きを基本とする。作成に当
たっては、理解を容易にするため、イラスト・イメージ図等を使用しても
よい。 

・ 各書類は長辺２穴パンチ、８⑴から⒂の項目ごとにクリップ止めで提出
すること（ホッチキス、ファイル閉じ不可） 

・ 各書類には、表紙・目次・合紙を除いて、通し番号によるページを付す
こと。 

・ 両面印刷を使用する場合、縦置きの資料は左右開き、横置きの資料は上
下開きで印刷すること。 

 

９ 企画提案書等の審査 

⑴ 第一次審査（書類審査） 

応募者が４者以上の場合は障害福祉課内において、企画提案書の内容、事業

実績等について書面審査を行った上で、上位３者程度を選定する。選定された

応募者に対しては結果及び第二次審査の実施日時等を、選定されなかった応募



者に対しては結果のみを電子メールで通知する。 

 

⑵ 第二次審査（プレゼンテーション審査） 

選定委員会において、企画提案書の内容、経費等についてプレゼンテーショ

ン審査を行った上で、最も優れた提案者を選定する。 

ア 日時：令和８年５月28日（木）頃（予定） 

※ 第二次審査の詳細は、第一次審査の結果通知の際に通知する。 

 

 

10 審査基準 

選定委員会においては、主に以下の事項等について審査を行う。 

⑴ 理解度 提案内容は、事業の目的や方向性を理解し、仕様書を的確に捉えた

内容となっているか。 

⑵ 具体性 仕様書に基づき、本事業を実施するための企画内容や業務実施の手

法が明確、具体的に示されているか。 

⑶ 実現性 適切な人員の配置を含めた事業全般の管理運営体制について、仕様

書記載事項を確実に履行できる体制か。 

⑷ 妥当性 企画内容・業務内容を遂行するにあたり、妥当な積算となっている

か。 

⑸ 実 績 本事業を遂行するにあたり、十分な実績及び成果があるか。 

 

 （（（（ 

11 公募スケジュール 

⑴ 公募開始・・・・・・・・・公告日 

 

⑵ 質問受付期限・・・・・・・令和８年５月12日（火）17時 

 

⑶ 公募締切・・・・・・・・・令和８年５月19日（火）15時 

 

⑷ 第一次審査結果通知・・・・令和８年５月21日（木）頃【予定】 

 

⑸ 第二次審査・・・・・・・・令和８年５月28日（木）頃【予定】 

 

12 委託契約 

最も優れた企画を提案した者を第一位入選者とする。沖縄県は、原則として

第一位入選者と委託内容について協議を行い、委託契約を行う。ただし、第一

位入選者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合には、

次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約を行うものとする。 

 

13 その他 

⑴ 書類提出等にあたり使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とす



る。 

⑵ 今回の公募は委託契約候補者を選定するものであり、契約締結を保証する

ものではない。 

⑶ 仕様書は、今回の公募のために設定したものであり、実際の委託契約にお

ける仕様書と異なる場合がある。 

⑷ 事業の実施にあたっては、県と随時実施内容を協議しながら進めていくも

のとし、提案内容全ての実施を保証するものではない。 

⑸ 当該提案に関する経費（参加申込書及び企画提案書の作成や提出に係る経

費、プレゼンテーションへの出席に係る経費等）は提案者の負担とし、提出

物は返却しない。 

⑹ １事業者（又は１共同事業体）につき、企画提案は１件とする。 

⑺ 提出された企画提案書・審査内容・審査経過については公表しない。 

⑻ 業務委託の実施により取得した著作権等については、沖縄県に帰属する。 

⑼ 支払いについては原則精算払いとする。ただし、特に必要と認められる場

合は、一定の金額を概算払いすることができる。 

⑽ 当該提案に係る提出書類に虚偽の内容を記載した場合、事実と異なる内容

を記載した場合は、選定の取消、委託契約の破棄、委託費の返還等の措置を

とることがある。 

⑾ 契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を納付し

なければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがで

きる。 

（（  

14 問い合わせ、書類提出先 

〒900-8570 那覇市泉﨑１丁目２番２号沖縄県庁３階 

沖縄県生活福祉部 障害福祉課 

電話：098-866-2190 ファックス：098-866-6916 

メール：aa029017@pref.okinawa.lg.jp 

 


